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令和４年第７回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和４年７月２２日（金) 午後１時３０分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市役所 １階 第一多目的ホール 

３ 出 席 者  教育長 神田 武司 

         教育長職務代理者 渡邉 栄二 

教育委員 瀧澤 圭子、酒井 里佳子 

４ 欠 席 委 員  中野 稔  

５ 議案説明のために出席した者の職・氏名 

         学校教育課 課 長     髙橋 正人 

               管理指導主事  磯部 裕之 

          生涯学習課 課 長     羽田 正佳          

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課 課長補佐    高橋 成子 

８ 会議に付すべき事件 

 

日程 議案番号 案       件 

１  会議録署名委員の指名 

２  令和４年第６回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第１７号 共催・後援の承諾について 

報告第１８号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

５ 議案第１９号 
阿賀野市指定天然記念物「阿賀野（安田）文化財第９号観音寺

の大ケヤキ・大イチョウ・大スギ」の一部指定解除について 

６ 議案第２０号 

阿賀野市指定史跡「阿賀野（水原）文化財第４９号旧市島次郎

吉家（角市市島家）跡」の現状変更（東屋・胸像等の設置）に

ついて 

７ 議案第２１号 阿賀野市学校給食運営再編計画の策定について 

８ 議案第２２号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

９ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午後１時３０分 開会 

髙橋課長  定刻となりましたので、ただ今から「令和４年第７回阿賀野市教育委員会定例会」を

開催いたします。 

 

 神田教育長、よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 お暑いところ、ご苦労様でございます。 

それでは、これより令和４年第７回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

令和４年第７回定例会は、７月２２日金曜日、午後１時３０分開会。会場は阿賀野市

役所１階第一多目的ホールです。 

 

本日は、中野委員が欠席です。教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、

本日の会議並びに、議決は有効です。 

 

 本日、議案説明のために出席する者は、学校教育課から髙橋課長、磯部管理指導主事、

生涯学習課からは羽田課長です。 

 

会議書記は、学校教育課の高橋課長補佐です。 

 

 本日の議事は、議事日程のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間等の

都合で変更が必要となりましたら、進行の中で対応いたします。 

 

会期は、本日１日でよろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

ご異議なしと認め、本日１日の会期といたします。 

 

本日は中野委員が欠席のため、令和４年第６回教育委員会定例会の会議録署名委員を、

渡邉委員に変更して指名いたします。 

 

令和４年第７回教育委員会定例会の会議録署名委員は、瀧澤委員を指名いたします。 

 

 日程第２、令和４年第６回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お願いい

たします。 

 

髙橋課長 

 

 

 

神田教育長 

令和４年第６回教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点などがござい

ましたらお願いいたします。 

 

 

 ただ今説明のありました会議録について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和４年第６回教育委員会定例会会議録は、承認されました。 

 

 

次に、日程第３、業務報告に移ります。 
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神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋課長 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最初に、私の方から報告をさせていただきます。その後、学校教育課長、生涯学習課

長、管理指導主事の順で報告をいたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。 

 

○７月校園長会 

7月 6日(水)／笹神支所 

主に次のことをお願いしました。 

・新しく阿賀野市に転入してきた先生も含め、タブレットの基本的な使用のきま

りの共通理解を図り、指導の足並みがそろうようにしてください。 

・子どもの人権が尊重される学級、子どもの意見が尊重される授業になっている

か、日頃から心するようご指導ください。 

・夏休みに向けて、ハイリスク児童生徒の見守り体制の確立、学習の定着が不十

分な子どもへの支援、命を守る指導をお願いします。 

○部活動の地域移行に関する中学校長との検討会 

  7月 11日(月)／笹神支所 

  市内 4中学校の校長先生と学校教育課・生涯学習課とで、休日の運動部活動を

地域へ移行することについて、どう考えればよいか、どんな方法が考えられる

かなどについて話し合いました。 
 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

○阿賀野市学校事務共同実施推進協議会 

 6月 23日（木）／笹神支所  

○教育委員学校訪問 

   6月 28日(火)／安田幼稚園、安田中、安田小学校 

  ○水原小学校 150周年記念講演会 

   7月 1日(金)／水原小学校 

  ○教育委員学校訪問 

   7月 5日(火)／水原中学校、すぎの子児童クラブ、水原小学校 

  ○7月校園長会 

   7月 6日(水)／笹神支所 

  ○庁内自殺対策会議 

   7月 7日(木)／水原保健センター 

  ○教育委員学校訪問 

   7月 12日(火)／安野小、分田小、堀越小学校 

  ○第 1回教育支援委員会 

   7月 13日(水)／笹神支所 

  ○安田幼稚園夏まつり 

   7月 15日(金)／安田幼稚園 

  ○学校における人権教育に関する行政説明会 

   7月 15日(金)／オンライン 

  ○第 7回教育委員会定例会及び第１回総合教育会議 

   7月 22日(金)／市役所 

【中止】 

○新潟県市町村教育委員会連合会定期総会及び研修会（中止） 

   7月 15日(金)／妙高市 
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羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○原水爆禁止国民平和大行進来庁 

   6月 22日(水)／市役所(5人) 

  ○ナイターソフトボール大会閉会式 

  6月 22日(水)／水原野球場(決勝戦) 

○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」 防災教室(18人) 

   6月 23日(木)／安田交流センター 

○社会教育委員会議・公民館運営審議会 

   6月 23日(木)／笹神支所 

  ○家庭教育ゆめ事業 

「家族がミソ①親子みそ作り体験」(6組 15人) 

   6月 25日(土)／安田交流センター 

  ○第１回ＫＣＡ（京ヶ瀬中学校区・コミュニティー・アソシエーション） 

   6月 29日(水)／京ヶ瀬中学校 

○下越教育事務所（社会教育課）担当交流訪問来庁(3人) 

   7月 1日(金)／笹神支所 

  ○キッズ教室 料理教室「お家で作れる外国料理～韓国編～」(8人) 

   7月 2日(土)／安田交流センター 

  ○高齢者学級「寿学級」 昔語り(19人) 

   7月 4日(月)／京和荘 

  ○7月校園長会 

   7月 6日(水)／笹神支所 

  ○高齢者学級「さわらび学級」絵手紙教室 

   7月 7日(木)／ふれあい会館(14人) 

  ○第 1回文化財保護審議会 

   7月 14日(木)／笹神支所 

○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」 昔語り(18人) 

   7月 14日(木)／安田交流センター 

  ○自然の家フェア(36人) 

   7月 16日(土)／五頭連峰少年自然の家 

  ○安全運転管理者等講習 

   7月 21日(木)／ふれあい会館 

  ○カヌー教室「Ｂ＆Ｇでカヌー体験」(6人) 

   7月 21日(木)／Ｂ＆Ｇ海洋センター 

【中止】 

○家庭教育ゆめ事業「親子でメディア利用について考えよう」（中止） 

   7月 9日(土)／水原公民館 
 

 

磯部管理指導

主事 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔６月２２日（水）～７月２１日（木）〕 

   ○児童生徒の事故報告 

   ・いじめ 1件（小学校）ズボン下ろし 

     ・虐待 1件（小学校）暴力 

     ・骨折 1件（中学校）部活中に足首 

○教職員の事故報告 

     ・骨折 1件（中学校）野球で腕骨 
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神田教育長 

 

 

渡邉委員 

 

 

 

羽田課長 

 

 

渡邉委員 

 

 

羽田課長 

 

渡邉委員 

 

 

 

 

神田教育長 

 

 

 

羽田課長 

 

神田教育長 

 

瀧澤委員 

 

 

 

 

羽田課長 

 

 

 

瀧澤委員 

 

 

羽田課長 

 

 

神田教育長 

 

 

 

 

はい。以上で、業務報告が終わりました。 

ただ今の報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 

生涯学習課の報告でお尋ねします。 

６月２９日の京ヶ瀬中学校のＫＣＡ（京ヶ瀬中学校区・コミュニティー・アソシエー

ション）について、今まで生涯学習課参加していましたでしょうか。 

 

委員のご指摘どおり、昨年までは参加していませんでした。今回、地域連携という

観点から参加依頼がありましたので、参加したものです。 

 

今後、地域連携で大切になってくると思いますが、委員から参加要望あれば教育委

員会として検討する材料になりますか。 

 

はい、当日、中野委員も参加されていらっしゃいました。 

 

中野委員は中学校の依頼で参加されたと思います、立ち上げてから今までずっと参

加されておられましたので。安田中学校でも今後活動を検討されているのですが、中

学校単位で難しいところもありそうなので、教育委員会としてﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしていただけ

るのでしょうか。 

 

教育委員会としては、相談や参考資料の提供など必要であれば積極的にお手伝いし

ていいと思います。地域連携の一環として、助言という形になりますが。羽田課長い

かがでしょうか。 

 

地域連携・地域協同活動ということで、そのように支援したいと思います。 

 

他にご質問等ございませんか。 

 

生涯学習課の報告で、７月９日の家庭教育ゆめ事業「親子でメディア利用について

考えよう」の事業ですが、について、参加者が少なくて中止ということでしたが、せ

っかく良い内容ですので、昨今の状況からとてもいい事業だと思うので、学校で実施

できるように働きかけていただきたい。 

 
ありがとうございます。今回周知が不足していた点と、前回同じ講師の方から「子ども

とインターネットの関係」について講演をしていただきましたが、同様の事業が重なっ

たこと、感染対策で募集人数も少なくしたせいもあり、少数のため中止といたしました。 

 

学校では学年行事などもあるので、これからも必要な事業だと思いますので、親子

で聞いてもらえるといいと思いますのでぜひお願いします。 
 

はい。親子で参加という募集もハードルが高かったかと思います。今後、この反省を計

画に生かして参ります。 

 

今一番問題となっていることですので、たくさんの方が参加できるように工夫をお願い

します。他に、ございませんでしょうか。 

 

（全員なし） 

ないようでございますので、次に、日程第４、報告第１７号 共催・後援の承諾につい
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て、事務局お願いいたします。 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１７号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、共催が２件、後援が６件でございます。 

 

最初に、学校教育課の案件について、ご説明申し上げます。 

学校教育課の案件は、後援が３件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

○令和４年度下越地区特別支援教育研究大会 五泉市大会        （後援） 

  代表者 新潟県特別支援教育研究会 下越地区特別支援研究大会 

実行委員会 五泉小学校長 山崎 浩志 

 期 日 11月 25日(金) 

会 場 オンライン形式 

○おうち花火２０２２ in水原  （後援） 

  代表者 水原商工会青年部部長 稲垣 陽介 

 期 日 8月 7日(日) 

 会 場 水原地区(小学生のいる各家庭) 

 ○一日館長 お笑い芸人･高橋なんぐと新潟水俣病を学ぼう！     （後援） 

  代表者 新潟県福祉保健部生活衛生課 (環境と人間のふれあい館) 

     課長 湯本 嘉彦 

 期 日 7月 30日(土) 

  会 場 県立環境と人間のふれあい館 

 

 

次に、生涯学習課の案件について、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の案件は、共催が２件、後援が３件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

○はつらつ体験塾日帰りミニキャンプ in五頭         （共催） 

  代表者 新潟県少年自然の家所長 佐久間 義久 

  期 日 8月 21日(日) 

  会 場 五頭連峰少年自然の家 

 ○令和 4年度下越地区社会教育研究集会兼下越地区公民館関係役職員等研修会 

（共催） 

  代表者 下越地区社会教育委員連絡協議会 会長 鈴木 一昭 

  期 日 10月 5日(水) 

  会 場 阿賀野市ふれあい会館 

 ○2022阿賀北ベースボールフェスタ              （後援） 

  代表者 新潟県高等学校野球連盟  会長 笠井 兵彦 

新発田市青少年野球協議会 会長 島津 善範 

  期 日 10月 22日(土) 予備日 10月 23(日) 

  会 場 新発田市五十公野公園野球場および周辺施設 

 ○生きづらさを抱える若者の「メッセージ＆コンサート」        （後援） 

  代表者 思いやりネットワークあがの 代表理事 見原 健司 

  期 日 10月 25日(日) 
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羽田課長 

 

 

 

  会 場 阿賀野市水原保健センター 

 ○はぐくむ人のためのおはなし会               （後援） 

  代表者 ＮＰＯ法人はぐハグ 代表理事 小口 彩 

  期 日 10月 23日(日) 

  会 場 新潟県立植物園 

 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました共催･後援の承諾について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

 

 

ないようでございますので、次に、報告第１８号 要保護及び準要保護児童生徒の認

定等について、事務局お願いいたします。 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

報告第１８号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

配布させていただきました資料をご覧ください。 

議案として配布いたしました認定状況表と、本日配布しました要回収、個人名の入っ

たものでございます。 

 

それでは、認定状況をご説明申し上げます。 

横軸、７月認定の欄をご覧ください。 

前回の認定保留者 81人のうち、11人を新たに認定いたしました。国民健康保険料減免

世帯として 9人、税務調査等により認定となったものが 2人、合計 11名となっています。

また、児童扶養手当の支給を受けており認定を受けていた者が、資格を喪失したため、

児童扶養手当の欄が１人減となっています。差し引き 10名となります。 

差し引きして前回の認定と合わせると 349人となったことを報告いたします。 

残りの 70人はいずれの要件にも合致しないため、却下者となります。 

また、認定保留者として、１人計上しておりますが、今ほど説明した児童扶養手当の

資格を喪失したことにより、該当しないことになった者です。 

現在、他の要件、税務調査等になりますが、該当するかどうか、所得状況について提

出を求めており、その状況により判定するため保留としております。こちらは確定しだ

い報告させていただきます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

神田教育長 

 

それでは、ただ今、説明のありました報告第１８号 要保護及び準要保護児童生徒の

認定等について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、日程第５ 議案第１９号 阿賀野市指定天然記念物「阿賀野

（安田）文化財第９号観音寺の大ケヤキ・大イチョウ・大スギ」の一部指定解除につい

て、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

議案第１９号 阿賀野市指定天然記念物「阿賀野（安田）文化財第９号観音寺の大ケヤ

キ・大イチョウ・大スギ」の一部指定解除にきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市文化財保護条例（平成 16年条例第 108号）第６条

第１項及び第２項の規定により、文化財保護審議会へ諮問するものでございます。 

 

平成 28年・29年に、この指定文化財である観音寺の大ケヤキが古木になってきたため、
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 樹勢診断を樹木医へ依頼いたしましたところ、倒木の恐れがあると危険木との診断をい

ただいておりました。この診断を受け、観音寺では檀家さんと相談して伐採を決定して

いたのですが、伐採までの様子を見ていたところ、今春に大きな枝が落ちてきて危険で

あるため、緊急で伐採処分を行ったもので、4月 28 日に新潟日報の記事に掲載されたも

のです。 

既に伐採は終わっている状況でございますが、現場が危険な状況にあったため、この

点についてはご了承いただきたいと存じます。 

 

この文化財については３本の木が一つの指定となっているため、大ケヤキのみ、一部

の指定解除をするものでございます。こちらにつきまして、配布の資料のとおり、文化

財保護審議会へ諮問いたしまして、答申がございましたら次の定例会へ議案として上程

させていただく予定でございます。 

また、名称につきましても、大ケヤキを除きまして「観音寺の大イチョウ・大スギ」

と諮問するものでございます。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

  

神田教育長 

 

羽田課長 

 

 

 

神田教育長 

大ケヤキが除かれて名称変更となるということですね。 

 

はい。写真にもありますように幹の中心が焦げております。落雷かもしれませんが、

戊辰戦争の際に砲弾が入ったといういわれも聞いております。伐採された木については

檀家の方に配布されるとのことです。 

 

歴史を刻んだ木ですが、危険なため伐採されたということです。 

ただ今、説明のありました阿賀野市指定天然記念物「阿賀野（安田）文化財第９号観

音寺の大ケヤキ・大イチョウ・大スギ」の一部指定解除について、ご質問等ございます

でしょうか。 

（全員なし） 

 

 

それでは、ご意見がないようですので、阿賀野市指定天然記念物「阿賀野（安田）文

化財第９号観音寺の大ケヤキ・大イチョウ・大スギ」の一部指定解除について、原案の

とおりご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

 

 

 

 

 

羽田課長 

 

次に、日程第６、議案第２０号 阿賀野市指定史跡「阿賀野（水原）文化財第４９号 旧

市島次郎吉家（角市市島家）跡」の現状変更（東屋・胸像等の設置）について、事務局

お願いいたします。 

 

 

議案第２０号 阿賀野市指定史跡「阿賀野（水原）文化財第４９号旧市島次郎吉家（角

市市島家）跡」の現状変更（東屋・胸像等の設置）につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市文化財保護条例（平成 16年条例第 108号）第３８

条第１項並びに阿賀野市文化財保護審議会条例（平成 16年条例第 109号）第２条の規定

により、文化財保護審議会へ諮問するものでございます。 

 

配布いたしました資料をご覧ください。 

先の議案と同様に、文化財の現状変更についてお諮りするものでございます。 

こちらの文化財につきましては、水原の中央町にあります、市島春城の生家離れ跡の
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史跡に、春城会有志の方々が市民から寄付を募って市島春城の胸像を建立したいという

ことで、それに合わせまして市で東屋を整備するというものでございます。関連した説

明看板なども含めまして史跡内に建てる現状変更について、諮問するものでございます。

9月の完成を目指しておりまして、現在準備を進めているところでございます。 

教育委員会にて諮問をさせていただき、文化財保護審議会から答申をいただいた後に

議案として上程させていただくこととしております。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

神田教育長 ただ今、説明のありました阿賀野市指定史跡「阿賀野（水原）文化財第４９号 旧市

島次郎吉家（角市市島家）跡」の現状変更（東屋・胸像等の設置）について、ご質問等

ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、阿賀野市指定史跡「阿賀野（水原）文化財第

４９号旧市島次郎吉家（角市市島家）跡」の現状変更（東屋・胸像等の設置）について、

原案のとおりご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

次に、日程第７、議案第２１号 阿賀野市学校給食運営再編計画の策定について、事務

局お願いいたします。 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２１号 阿賀野市学校給食運営再編計画の策定について、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市学校給食における、国の「学校給食衛生管理基準」

に基づく衛生的な給食施設の整備及び学校給食運営方針について、安全安心な給食の提

供のため、今後の計画指針として、阿賀野市学校給食運営再編計画を定めるものでござ

います。 

 

１月の教育委員会定例会で概要を説明させていただき、その後 2月 16の市議会の全員

協議会で説明させていただきました。 

この度、概要に基づいて計画を策定したので教育委員会へ提出するものでございます。 

 

要点についてご説明いたします。 

表紙をめくって１ページ目をご覧ください。 

まず、再編計画の必要性及び位置づけですが、阿賀野市が目指す学校給食として、真

ん中より下の網掛けで囲んでいるところをご覧ください。 

阿賀野市が目指す学校給食としては、１ 適切な衛生管理・食物アレルギー対応、 

２ 給食内容・地産地消・食育の充実、 ３ 適正な施設運用による、安定的な給食

提供体制の継続 としております。 

計画の期間は令和 4年度から令和 8年度としております。 

 

次に２ページ目をご覧ください。 

２ 阿賀野市学校給食の現状と課題ですが、まず、施設・設備の老朽化がございます。

現在市内には、安田学校給食センターを含め９つの給食施設があります。そのうち、安

田学校給食センターと水原小学校、水原中学校は比較的に新しい施設となっています。

残りの６施設でございますが、昭和 40年、50年代に建築されたものであり、築 40年以

上経過しており、老朽化も進んでいるため、今後順次改修していく必要がございます。

機械など給食設備については、故障などにより入替等はしておりますが、施設自体につ

いては、改修は行っていない状況で現在に至っております。 
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髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神田教育長 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

神田教育長 

 

 

 

また、今後の改修については、平成 21年に学校給食法の改正により、学校給食衛生管

理基準が規定され、食材の受け取り場所である検収室や野菜などを洗浄する下処理室な

どを区分けすることや調理員がトイレ前に脱衣するスペースを確保するなど、衛生的に

作業を進め食中毒等の発生を防ぐために作業区域を分けるよう基準が設けられました。 

 

しかしながら、現有の単独調理場では区分けのための面積が不足しており、増築する

面積もとれない学校もあるため、施設基準を満たすための改修は難しい状況となってご

ざいます。 

このことから将来にわたって安心安全な学校給食を提供するためには、より衛生的な

給食施設をどう構築していくかを考えていく必要があります。 

次に少子化への対応でありますが、人口減少については、全国的な問題でもあります

が、学校現場においても児童生徒の減少に伴う、効果的な給食提供の在り方について検

討していく必要が生じてございます。 

人口減少については、京ヶ瀬小学校は増加傾向が見られるものの、令和 9 年度までに

390人ほどの児童生徒の減少を見込んでございます。現施設を維持していった場合、児童

１人当たりの経費が割高になっていきます。この点を考えていく必要があります。 

 

次に、６ページをご覧ください。 

これらの点を踏まえまして、今後の運営方針ですが、まず安田給食センターについて

は、その調理能力を最大限生かすこととし、笹神中学校、笹岡小学校、神山小学校を順

次、安田学校給食センターからの配送へ切り替えることとしています。 

なお水原小学校、水原中学校については、規模及び施設設備の状況から自校方式を継

続していく方針としております。 

その他の京ヶ瀬小学校、京ヶ瀬中学校、安野小学校については、いずれの調理場も老

朽化が著しいことから、京ヶ瀬小学校の調理場とランチルームを改修し、学校併設型の

給食センターを新たに設置することとします。また、前述の３校に加え、現在安田給食

センターから調理・配送している県立駒林特別支援学校についても、この京ヶ瀬給食セ

ンターから配送する予定としております。 

 

最後に少しとんで 12ページをご覧ください。 

今ほど説明いたしました今後の運営方針を踏まえた再編のスケジュールですが、京ヶ

瀬学校給食センターについては、令和４年度、つまり今年度に設計を行い、令和５年度

に改修工事、令和６年度から供用開始を目指して進めております。 

安田給食センターについては、安田小学校、安田中学校の配食数を見ながら、予定と

して令和７年度に笹神中学校、令和８年度に笹岡小学校へ給食配送する予定としており

ます。神山小学校については、令和９年度以降の状況を見ながら判断することとしてお

ります。 

既に京ヶ瀬給食センターの設計で動きだしておりますが、以上で簡単ではありますが

阿賀野市学校給食運営再編計画の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

中長期に渡る大きな計画となりますね。 

 

なお、４月末頃に保護者総会に合わせ、京ヶ瀬小学校、京ヶ瀬中学校、安野小学校に

ついては保護者説明会を行い、他笹神地区校等については、保護者へ文書を配布して計

画について意見徴収を行ったところ、代替給食についての質問や賛成意見はございまし

たが、反対意見はございませんでした。 

 

わかりました。ただ今、説明のありました阿賀野市学校給食運営再編計画の策定につ

いて、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 



11 

神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯部管理指導

主事 

 

 

 

 

 

 

神田教育長 

 

 

磯部管理指導

主事 

 

 

神田教育長 

それでは、ご意見がないようですので、阿賀野市学校給食運営再編計画について、原

案のとおりご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

次に、日程第８、議案第２２号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につい

て、事務局お願いいたします。 

 

議案第２２号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につきまして、ご説明申

し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会等条例第４条第２項の

規定に基づきまして、別紙のとおり 18名の方へ委嘱するものであります。 

いじめ問題対策連絡協議会は、例年 10月に開催しているものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会等条例に基づいて設置する協議会ですね。 

任期は１年ですが、昨年度から変更となった委員はいらっしゃいますか。 

 

はい。名簿 3 番の阿賀野警察署の生活安全課長さんと 9 番の阿賀野市小学校長会長、

13番の阿賀野市 PTA連絡協議会会長さん、16番の市役所健康推進課子ども若者相談支援

係長、学校教育課教育センターの担当指導主事が変更となっています。 

 

５名ですね、わかりました。 

ただ今、説明のありました阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

嘱について、ご承認いただけますでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

 

神田教育長 それでは、次に、日程第９、その他をお願いいたします。 

 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 
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髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、最初に、学校教育課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○第 1回総合教育会議 

 7月 22日(金)／市役所 

○総務文教常任委員会事務調査 

   7月 26日(火)／市役所・安田小学校 

○令和 3年度決算審査 

   7月 27日(水)／市役所 

○20市学校教育主管課長会議 

   7月 27日(水)／オンライン 

○8月校園長会 

   8月 2日(火)／笹神支所 

○高知県安田町との中学生交流会(安田中学校) 

   8月 3日(水)／オンライン 

  ○新潟県同和教育研究集会 

   8月 4日(木)／県生涯学習推進センター 

  ○イングリッシュキャンプ 

   8月 4日(木)／安田交流センター 

  ○広島平和記念式典中学生派遣 

   8月 5日(金)～6日(土)／広島市 

  ○教職員休暇優先取得日 

   8月 8日(月)～8月 15日(月) 

  ○ヤングケアラー支援のための研修会 

   8月 18日(木)／水原保健センター 

○通学バス運転員の安全運転研修 

   8月 18日(木)／ふれあい会館 

  ○人権キャラバン 

   8月 19日(金)／市役所 

 

 次回定例会の日程を調整。 

◯令和４年第８回教育委員会定例会 

８月３０日（火）午後１時３０分から／阿賀野市笹神支所 

   

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、生涯学習課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○非核平和祈念事業「パネル展」 

  7月 27日(水)～8月 15日(日) 

／安田交流センター・市立図書館・水原中学校市民図書室・笹神支所 

 ○カヌー教室「Ｂ＆Ｇでカヌー体験」 

  7月 28日(木)、8月 4日(木)、6日(土)／Ｂ＆Ｇ海洋センター 

○令和 3年度決算審査(生涯学習課所管分) 

  7月 29日(金)／市役所 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022プログラミング教室 自分でゲームを作ってみよう 

  7月 30日(土)／市立図書館 

○第 19回ふるさと子ども絵画展 夏休み体験教室（絵画展題材指導会） 

  7月 31日(日)／水原公民館 
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○図書館 夏のこどもフェスタ 2022シネマクラブ上映会「海よりもまだ深く」 

  7月 31日(日)／市立図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022図書館員体験（中学生の会） 

おはなし会＆パパっと工作会（小物入れ） 

  8月 1日(月)／水原中学校市民図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022安田 deシネマクラブ「すみっコぐらし」 

  8月 1日(月)／安田交流センター 

○8月校園長会 

  8月 2日(火)／笹神支所 

○社会厚生常任委員会 

  8月 3日(水)／市役所 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022図書館員体験（小学生の会） 

おはなし会 ～まほうの世界とふしぎな世界～ 

 8月 6日(土)／市立図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022夏の工作会 ～ボックス・アクアリウム～ 

  8月 18日(木)／市立図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2022笹神 deシネマクラブ「トムとジェリー」 

  8月 18日(木)／ふれあい会館 

○キッズ防災教室＆サイエンスサーカス 

  8月 21日(日)／安田交流センター 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました今後の日程について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、その他 事務連絡ございますか。 

 

 

 

 

神田教育長 

＜資料配布＞ 

・休日の部活動移行について  

 

それでは、令和４年第７回阿賀野市教育委員会定例会を終了いたします。大変ありが

とうございました。お疲れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１４時４８分 

 

  

 

 

 

以上、会議の要旨を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

     阿 賀 野 市 教 育 長                     

 

 

 

     会 議 録 署 名 委 員                     


